
 

 

 

令和８年度  

 

長崎県建設工事入札参加申請要領 

 

【長崎県知事・大臣許可業者用】 
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 長崎県が発注する令和８年度の建設工事の入札参加希望者は、下記の要領で申請して下さい。 

1. 申 請 資 格 

 (1) 建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査を受けた者のうち、令和６年７月１日か

ら令和７年６月３０日を審査基準日とし、同法第２７条の２９の規定による総合評定値の請求

を行った者であること。  

 (2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しない者であること。（なお、被補助人、被

保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該

当しない者である。）また、同第２項の規定に該当しない者であること。 

(3) 建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条第１項の許可を受けている者

であること。 

(4) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けていない者であること 

  (5) 長崎県税の未納がない者であること。  

  (6) 消費税及び地方消費税の未納がない者であること。 

 (7) (1)の経営事項審査の審査項目の中の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び 

  「厚生年金保険加入の有無」の３項目について、いずれも「無」に該当しない者であること。 

 (8) 長崎県建設工事入札参加者格付要綱第１０条第２号により入札参加資格を取消された者で、

当該取消しの日から１年を経過しない者でないこと。 

※ 第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各

号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

     1 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

    2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

    3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者 

    ２  普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこと

ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者について

も、また同様とする。 

       (1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。 

       (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

     (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

      (4) 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の

執行を妨げたとき。 

      (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

      (6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

      (7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

2. 申 請 期 間 

      令和７年１０月１日（水）から令和７年１１月１４日（金） 

3. 申 請 方 法 

長崎県電子申請システムによる申請のみとします。 

4. 添 付 書 類 

(１) 対象となる審査基準日における「経営事項審査結果通知書」 

・知事許可…添付不要。経営事項審査を申請中の場合のみ、以下を記入すること。 

書面申請：申請年月日・・・システムに記入 

         電子申請：申請番号・・・システムに記入 



 

・大臣許可…添付必要。経営事項審査を申請中の場合は後日提出することを誓約の上、 

以下の資料を添付すること。 

申請中であることが分かる資料（申請書の写しなど）・・・システムに添付 

 

(２) 建設業許可通知書（又は許可証明書） 

※大臣許可業者のみ必須（県内知事許可業者は添付不要） 

（希望業種について記載のある、有効期限内の許可書全て） 

(３) 「県税の未納がない」旨の納税証明書 

    （入札参加申請時点で証明日が直前３カ月以内のものに限る。） 

    （各振興局の税務担当部署で証明書の交付を受けること。） 

(４) 「消費税及び地方消費税について未納がない」旨の納税証明書 

（入札参加申請時点で証明日が直前３カ月以内のものに限る。） 

  （管轄の税務署で証明書の交付を受けること。） 

(５) 「受任営業所に係る委任状」・・・該当のみ 

(６) 「受任営業所に係る入札参加希望業種一覧表」・・・該当のみ 

（ 注 意 ） 

次に掲げるいずれかの事項に該当する場合は(５)の代わりに非課税であるこ

とが確認できる資料を該当項目に添付してください。 

① 基準決算日における決算で非課税（前々期の売上高1,000万円以下）であ

る場合。 

②  法人設立後２期以内で免税である場合。 

 

5. そ の 他 

(１) 申請期日は厳守して下さい。 

(２) 申請は長崎県電子申請システムからお願いします。（※随時申請とお間違いのないようご注意

ください！） 

(３) 建設業従事職員数の確認については入札参加資格申請ではなく主観的審査事項（以下、主観点）

の届出にて確認することとなりました。 

 

※主観的審査事項について（県内業者） 

令和7年度長崎県建設工事入札参加資格に係る主観点の届出については、別途受付を行いま

す。届出方法等詳細については、県ホームページ（6．主観的審査事項（主観点）について）

をご参照ください。 

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10030
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/tochi-kensetsugyo/kensetsu/nyusatusanka/#syukanntenn


 

様式等見本 

 

 

納 税 証 明 書 

第   号 

 

 

 

下記のとおり相違ないことを証明します。 

納税者又は特別徴収義務者 

住  所 

(所在地) 

氏  名                                                                                                    印 

(名 称) 

 

 

 

 

証明事項 

 

 

図－１  
（Ａ４ ヨコ） 



 

 

 

 

 

（未納税額がないこと用）

第 号

税務署長

財務事務官

以　　　　　下　　　　　余　　　　　白

納　　税　　証　　明　　書
（その３・未納税額のない証明用）

　　　１　消費税及地方消費税について未納の税額はありません。

住　所（所在地）

氏　名（名　称）

上記のとおり、相違ないことを証明します。

     令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

 

  
 
図－３ 
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（Ａ４ タテ） 



 

 
 

委   任   状 

令和  年  月  日 

 

長 崎 県 知 事 様 

 

委 任 者 

 

 

                                     ㊞ 

 

今般下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

受 任 者 

 

                                     ㊞ 

委 任 事 項 

１．入札及び見積に関する件 

１．契約締結に関する件 

１．請負代金（委託料）の請求及び受領に関する件 

１．保証金の納付並びに還付の請求及び受領に関する件 

１．上記に係る諸願届出について 

１．復代理人の選出及び解任について 

１．共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項目に定める行為について 

１．その他契約履行に関する一切の件 

 

委 任 期 間 

 

令和 ８年 ４月 １日  から  令和 ９年 ３月３１日 まで 



 

図－４ 
 

受任営業所の希望業種一覧表
管内（本社） 建設業許可番号 許可 ー 第 号

商号又は名称

フリガナ 受任者 住所 入札参加希望業種　※希望業種に「〇」を記入してください。

営業所名 役職 氏名 郵便番号
市町村

コード
所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

　

　

　

　

　

　

　

留意事項

・管内（本社）は本社の所在地区を入力してください。（プルダウン選択を設定しております。）

・本社から委任を受ける支店や営業所は建設業許可で届出してある「従たる営業所」である必要があります。

・受任者は建設業許可で届出してある「令3条使用人」である必要があります。※令3条使用人＝支配人、支店長、営業所長

・所在地は建設業許可で届出してある「従たる営業所」の所在地である必要があります。

・希望業種は入札参加希望業種の許可を営業所で有しており、かつ経審受審業種である必要があります。

・市町村コードは右表をご参照ください。

市町村コード表

42201 長崎市 42202 佐世保市 42211 五島市

42307 西彼杵郡長与町 42321 東彼杵郡東彼杵町

42308 西彼杵郡時津町 42322 東彼杵郡川棚町

42323 東彼杵郡波佐見町

42383 北松浦郡小値賀町 42411 南松浦郡新上五島町

42212 西海市 42391 北松浦郡佐々町

42204 諫早市 42210 壱岐市

42205 大村市

42203 島原市 42207 平戸市 42209 対馬市

42213 雲仙市 42208 松浦市

42214 南島原市

長崎振興局管内

大瀬戸土木維持管理事務所管内

県央振興局管内

島原振興局管内

県北振興局管内 五島振興局管内

五島振興局上五島支所管内

壱岐振興局管内

対馬振興局管内田平土木維持管理事務所管内

 

 



 

入札参加資格に係る営業所の委任について（監理課取扱） 
 

 入札参加資格に係る営業所について、委任を希望する場合は届出が必要です。 

入札参加資格申請後、委任している営業所について下記の事項に変更が生じた場合や、新た

に営業所に委任する場合は、「入札参加にかかる委任事項変更届」と添付書類を提出してくだ

さい。変更届及び委任状は下記ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。 
 

（掲載場所）長崎県トップページの上部にある【組織で探す】をクリック 

→ 土木部 監理課 → 建設業関係 → 入札参加資格 
 

※委任を行わない場合は提出は不要です。建設業の許可関係での営業所の新設、変更届出とは

別に届出が必要となります。これらの届出を怠ると、入札参加資格者名簿への掲載、修正が

行われませんのでご注意ください。 

 

◆変更事項及び添付書類 

 変 更 事 項 等 添  付  書  類 

１ 営業所・支店名 ・建設業許可の変更届出書（様式２２号の２）の写 

２ 受任者の氏名 
・委任状 

・建設業許可の変更届出書（様式２２号の２）の写 

３ 所在地・郵便番号・電話番号 ・建設業許可の変更届出書（様式２２号の２）の写 

４ 登録業種の変更 ・建設業許可の変更届出書（様式２２号の２）の写 

５ 営業所の廃止 ・建設業許可の変更届出書（様式２２号の２）の写 

 

様式等見本 

変更届 委任状 

 

委   任   状 

令和  年  月  日 

 

長 崎 県 知 事 様 

 

委 任 者 

 

 

                                     ㊞ 

 

今般下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

受 任 者 

 

                                     ㊞ 

委 任 事 項 

１．入札及び見積に関する件 

１．契約締結に関する件 

１．請負代金（委託料）の請求及び受領に関する件 

１．保証金の納付並びに還付の請求及び受領に関する件 

１．上記に係る諸願届出について 

１．復代理人の選出及び解任について 

１．共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項目に定める行為について 

１．その他契約履行に関する一切の件 

 

委 任 期 間 

 

令和  年  月  日  から  令和  年  月  日 まで  

 
 

入札への参加を希望される建設業者の皆様へ 

長崎県土木部建設企画課 



 

下記の項目に該当する場合、別途 

電子入札システム等の手続きも必要です。 
 項 目 手続き方法 

 初めて電子入札を利用 

電子入札システム・電入補助システム上で 

登録・変更が必要 

 入札参加資格審査随時申請後、電子

入札を利用 

 代表者名変更 

 営業所長名変更 

 商号名称変更 

 営業所名変更 

 住所変更 

 電話番号変更 

 メールアドレス変更 

 

具体的な手続き方法については、下記ホームページ内の「事前準備について」等をご覧

になるか、「長崎県 建設企画課」へお問い合わせください。 

◆お問い合わせ先◆ 

 長崎県 建設企画課 

 ＴＥＬ ：０９５－８９４－３０２３ 

 受付時間：９：００～１２：００、１３：００～１７：３０（平日のみ） 

 ホームページ：長崎県 入札情報サービスポータルサイト (pref.nagasaki.jp) 

 【注意】入札案件に対する具体的な質問（工事の内容等）については、 

お答えできませんので、各発注機関へお問い合わせください。 

 

https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/bidding/info/index.html


 

【はじめて入札に参加される方へのお知らせ】 

 （１）電子入札の利用者登録はお済みですか？ 

  長崎県が発注する建設工事の多くは、電子入札で行われます。この電子入札に参加 

 ご希望の方は、パソコン等の準備に加え、電子入札参加申請と利用者登録（※）を行う

必要がありますので、長崎県入札情報ポータルサイトの電入補助システムと電子入札シ

ステムで登録を行ってください。 

  なお、利用者登録が行われていない場合、電子入札の案件には指名されませんので、 

 十分ご注意ください。 

 ※利用者登録は１度だけで、毎年行う必要はありません。ただし、登録した情報に 

  変更があった場合は、随時、変更を行う必要があります（後述の（２）参照）。 

 

【以下は利用者登録がお済みの方へのお知らせ】 

 （２）代表者、会社名、住所等に変更があった場合、電子入札の変更手続きはお済み

ですか？ 

  代表者、会社名、住所等に変更があった場合、利用者登録の情報を変更するため、建

設業法上の届出とは別に、民間認証局への申請と長崎県入札情報サービスポータルの電

入補助システム及び電子入札システムで変更登録が必要になる場合がありますので、変

更の内容に応じた所定の変更手続きを行ってください。 

  なお、変更手続きを行わず、事実と異なる利用者登録情報のまま行った入札は無効 

 となる場合があるため、十分ご注意ください。 

 

（３）ＩＣカードの有効期限は切れていませんか？  

  有効期限が切れているＩＣカードでは、電子入札に参加することができませんので、 

 有効期限が途切れないように、新たなＩＣカードを取得し、利用者登録を行ってくださ

い。 

  なお、登録されているＩＣカードの有効期限が切れている場合、電子入札の案件には

指名されませんので、十分ご注意ください。 

 

 



 

系列会社についての届出 

 

（申請者の系列関係に変更（新規該当、非該当、届出内容の変更）がある  
場合は「変更届出書」を申請願います）  

 

 

 １．同一の入札では系列会社同士の参加は認めていません  

長崎県は系列会社に該当する複数の者の同一入札への参加を認めていません。 

・一般競争入札の場合は、自主的に１社のみ応募して下さい。もし系列会社該当業 

者が、複数同一入札に参加した場合は、その者のした入札は無効となります。  

・指名競争については県が１社のみを指名します。  

 

 ２．系列会社として見なす基準は、以下のとおりです   

以下のいずれかに該当する二者(組合(共同企業体を含む)とその構成員の関係も対象)以

上の場合。 

１）資本的関係 

①子会社等と親会社等の関係にある場合 

②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

２）人的関係 

  ①役員の兼任 

②役員と管財人の兼任 

③管財人の兼任 

３）その他入札の適正さが阻害されるおそれがある場合 

  ① 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合。 

②その他上記１又は２と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

３．系列会社についての届出書・変更届出書の申請のお願い  

(届出書) 

新たに入札参加資格申請を行う（届出書未提出）企業は、「系列会社についての

届出書」を申請して下さい。 

(変更届出書) 

届出書の申請以後に、内容変更、又は解除が生じた場合は、２週間
以内に「系列会社についての変更届出書」を申請して下さい。（申請し
ていない場合は速やかに申請して下さい） 

 

※系列会社についての届出書・変更届出書は、長崎県土木部（建設企画課）のホーム

ページから電子申請により行ってください。 

※系列会社の取り扱い基準の考え方、系列会社の考え方、具体事例（ケース）は、長

崎県土木部（建設企画課）のホームページからダウンロードできます。 

 

 ４．届出書申請先（担当窓口）  

 ◎長崎県土木部 建設企画課 公共工事契約指導班 

     （〒850-8570 長崎市尾上町３－１ TEL095-894-3027） 

 

※申請がない場合や、虚偽の記載をした場合、指名停止措置の対象となる場合があり

ますので、十分確認の上、必ず申請して下さい。 

 


